
税制優遇を活用した

設備投資のご案内

認定

ソフトウェアの導入をお考えのお客様へ

生産性向上設備投資促進税制では

または

適用期間：平成26年1月20日から平成29年3月31日まで

対象の製品70万円以上ご購入で

適用される方：青色申告をしている法人または、個人の方

を受けられる制度です。



対象ソフトウェア Bigvan al-Nil 2015 + CADオプション + 保守セット

対象者 青色申告法人の法人または個人事業主

適用期間 平成26年1月20日～平成29年3月31日

措置内容
・即時償却（買取り額100％を経費処理） または
・取得価額5％の税額控除（取得額の5％の税金が安くなる）

適用要件
・取得価額が70万円以上
（単品30万円かつ合計70万円を含む）

■A類型：先端設備（ソフトウェア）

ユーザー様 ビッグバン ＪＩＳＡ

①証明書の発行依頼
②設備の確認・
証明書の発行依頼

④証明書のお渡し
（約4週間程度）

③証明書の発行

⑤税務申告の際、確定申告書等に
証明書を添付できる

所轄の税務署

開発／販売元： 株式会社 ビッグバン

■「証明書」発行手続きの流れ

生産性向上設備投資促進税制の概要

※ 本制度が適用できるかどうかは、ご担当の税理士または所轄の税務署にご相談、ご確認ください。

また、詳しい内容は中小企業庁ホームページ（http://www.chusho.meti.go.jp/）や
一般社団法人情報サービス産業協会ホームページ（http://www.jisa.or.jp/）をご参照ください。

一般社団法人情報サービス産業協会

※ 証明書の発行には費用がかかります。
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